
大阪市プレミアム付商品券2026事業
事業者募集について

令和8年3月30日



大阪市プレミアム付商品券2026事業の目的と概要

物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ
大阪市内の対象店舗のみで使用可能なプレミアム付商品券（プレミアム率 30％）を発行し、
消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図ることを目的として本事業を実施します。

発行総額:約806 億円
うちプレミアム総額:186 億円

発行総額
プレミアム総額

620 万口発行口数

額面13,000 円（うちプレミアム分 3,000 円 プレミアム率30％）

販売価格10,000 円
１口あたりの構成

令和8年6月29日(月)～令和9年1月15日(金)
ただし、商品券の利用状況や社会情勢の激変等により、期間変更の場合あり。

利用期間

１人あたり４口まで販売限度口数

大阪市内に住所を有する個人販売対象者

今回は約1.4倍となる

620万口を発行
発行総額は約806億円

前回440万口が完売
決済総額は約562億円

前回2023年の実施結果

1



対象店舗

大阪市内に実店舗がある小売業・飲食業・サービス業等を営む店舗
ただし、次の店舗は参加店舗として登録することはできません。

●個人(消費者)の利用を対象としない店舗
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を行う店舗
※キャバクラ、キャバレ 、ショ パブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター など

●営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗 ※食品衛生法、旅館業法、住宅宿泊事業法などで規定される許認可を得ていること
●保険診療、不動産、たばこなど、商品券の利用対象とならない取引・商品を専ら取り扱う店舗

ただし、次の店舗は参加店舗として登録することはできません。
●個人(消費者)の利用を対象としない店舗
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を行う店舗
※キャバクラ、キャバレ 、ショ パブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター など

●営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗 ※食品衛生法、旅館業法、住宅宿泊事業法などで規定される許認可を得ていること
●保険診療、不動産、たばこなど、商品券の利用対象とならない取引・商品を専ら取り扱う店舗

飲食業飲食業 小売業小売業 サービス業サービス業

対象の業種

 レストラン
 カフェ・喫茶
 居酒屋・バー
 ファストフード・軽食
 その他飲食店

 スーパーマーケット
 コンビニエンスストア
 衣料品販売・衣料雑貨
 飲食料品販売・宅配・テイクアウト専門店
 家電量販店・電気機器販売
 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器
 自転車販売
 雑貨・文具・書籍・専門用品店
 ドラッグストア・化粧品・健康食品
 ホームセンター・家具・インテリア
 おもちゃ・ベビー用品
 ディスカウントストア
 その他小売業

 宿泊 施設
 理容・美容
 クリーニング
 浴場・スーパ 銭湯
 レジャー・娯楽
 旅行会社・旅行代理店
 ヘルス・フィットネス・整体
 学習教室・カルチャースク ル
 その他サービス業
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取り扱えない商品や支払いについて

(1) 出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代、駐車料等債務の支払い
(2) 有価証券、電子マネー、商品券（ただし、本事業の実施要綱を遵守し利便性を高めるために発行するものとして大阪市が認めたものを除く。）、ビール券、図書券、

切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3) たばこ事業法（昭和59年法律第68号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこの購入
(4) 当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第２条に規定する当せん金付証票（宝くじ）及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成10年法律

第63号）第２条に規定するスポーツ振興投票券の購入
(5) 競馬法（昭和23年法律第158号）第６条に規定する勝馬投票券の購入
(6) モーターボート競走法（昭和26年法律第242号）第10条に規定する舟券の購入
(7) 自転車競技法（昭和23年法律第209号）第８条に規定する車券の購入
(8) 小型自動車競走法（昭和25年法律第208号）第12条に規定する勝車投票券の購入
(9) 保険診療対象となる医療費の支払い
(10) 介護保険の対象となるサービス費の支払い
(11) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(12) 土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入
(13) 特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和９年1月15日を越えるものの支払い
(14) コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
(15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に該当する営業に係る支払い
(16) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
(17) その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として大阪市が適当と認めないもの

有効期限が
2027年1月15日を
超えるもの

事業活動のための
仕入れ等
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商品券の利用方法

購入後発行される紙商品券

紙商品券を店舗側の
スマートフォン・タブレット等で

読み取って支払い

店舗に設置した
決済用二次元コードを
利用者のスマートフォンで
読み取って支払い

紙商品券の二次元コードを店舗に
掲示することで支払いが可能

紙商品券利用

支払い

支払い

region PAYアプリをダウンロード
券面の二次元コードを
読み取りチャージ

アプリ利用 MPM

CPM

事業者
端末

利用者
端末

PAYを選んで チャージを選択 紙商品券券面を
読込み、チャージ完了
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店舗の決済方法（MPM決済とCPM決済）

②紙商品券決済①アプリ利用決済決済導入区分

利用イメージ

店舗側のスマートフォン等で
紙商品券を読み取り

店舗側で掲示した二次元コードを
利用者がスマートフォンで読み取り

利用方法

紙商品券のまま利用region PAYアプリにチャージして利用利用者の対応

お持ちのスマホ等で管理画面にアクセス
商品券の二次元コードを読み取るのみ決済用二次元コードを掲示するのみ店舗側の対応

事業者
端末

利用者
端末

CPMMPM

参加店舗は下記の①のみ、又は①②の両方の決済方法の導入を申請時に選択

顧客拡大には①と②両方の導入がおすすめです。
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①アプリ利用決済（MPM）の流れ
支払いの流れ

参
加
店
舗

利
用
者

金額を入力
決済金額を
店員に見せる 支払い完了

♪決済音が鳴り
不正利用を防止

管理画面へは
リアルタイムで取引履歴が

反映されるため
履歴をご確認ください。

1.決済金額の確認

金額に相違がない
か確認

2.決済完了の確認

確認画面のみを見せる
不正利用を防止するため
決済完了画面は必ず
確認してください。

決済完了すると
決済音が流れます

不正利用防止のため決済時以下をご確認ください。

決済用
二次元コードを

提示 決済金額の
目視確認

決済完了の
確認

3.管理画面の確認
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レジ①レジ①

②紙商品券決済（CPM）の流れ
支払いの流れ

参
加
店
舗

利
用
者

紙商品券を店舗に提示

店舗の端末で紙商品券の
二次元コードを読み取る

管理画面に
ログイン

決済金額の
入力と確認

金額に相違が
ないか確認

端末を複数台用意が難しい場合
端末のレンタルがございます。

レンタル条件

店舗にてご用意

レジ②レジ②

端末貸出可能

レジ③レジ③

端末貸出可能

店舗レジ台数に対し1台は店舗にてご用意いただき、
2台目以降のレジへ貸出が可能です。

広報協力のお願い

貸与機器本体にかかる費用相当の
本商品券販売に向けた広報協力をお願いいたします。

 チラシ・ポスターの設置
 自社SNS・HP等での告知
 デジタルサイネージでの告知
 店頭での独自制作による販売広報 など

詳細は公式HPのお知らせをご確認ください。
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参加店舗用管理画面

売上管理 入金管理

店舗管理 地図登録
資料

ダウンロード

二次元コード印刷

リアルタイムで売上や決済履歴を確認できる管理画面を店舗ごとにご用意

＜管理画面対応ブラウザ＞
Windows10以上
MicrosoftEdge / GoogleChrome/ Firefox（いずれも最新）

MacOS Version12.3.1以上
Safari/ GoogleChrome / Firefox（いずれも最新）
※InternetExplorerは推奨しておりません。

iOS Version15.4.1以上
Safari（最新）

AndroidOS Version12以上
GoogleChrome（最新）

お店の画像や
マップの位置などの
変更も可能
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換金について

アプリ決済、紙商品券決済ともに
region PAYシステム内で決済データが一元管理されるため

それぞれの決済の集計作業が不要です。

締切日に自動で入金額を計算するため請求作業等も不要です。

アプリ決済、紙商品券決済ともに
region PAYシステム内で決済データが一元管理されるため

それぞれの決済の集計作業が不要です。

締切日に自動で入金額を計算するため請求作業等も不要です。

第20回第19回第18回第17回第16回第15回第14回第13回第12回第11回第10回第9回第8回第7回第6回第5回第4回第3回第2回第1回

1/5～
1/15

12/26～
1/4

12/16～
12/25

12/6～
12/15

11/26～
12/5

11/16～
11/25

11/6～
11/15

10/27～
11/5

10/17～
10/26

10/7～
10/16

9/27～
10/6

9/17～
9/26

9/7～
9/16

8/28～
9/6

8/18～
8/27

8/8～
8/17

7/29～
8/7

7/19～
7/28

7/9～
7/18

6/29～
7/8

決済
期間

2/51/271/191/1212/2412/1612/811/2711/1711/910/2810/2110/1310/29/179/88/288/218/127/30入金日

換金スケジュール

月3回程度の頻度で、合計20回の換金を実施いたします。
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申請から換金までの流れ

1

2

3

4

5

参加店舗申請
参加希望店舗は申請フォームより申請してください。

審査後、承認通知
申請内容を事務局にて審査後、3～4営業日程度でメールにて承認通知をお送りいたします。

スターターキットの到着
スターターキットは参加店舗へ6月上旬から順次配送いたします。

商品券の利用開始
6月29日(月)から利用開始です。決済用二次元コードの設置やポスターの掲示など、利用開始準備を行なってください。

換金
換金手続きは不要です。参加店舗申込み時に登録した口座へ換金振込を実施いたします。（手数料無料）

申請から3~4営業日程度

6月上旬から順次

6月29日(月)までに準備

月3回程度実施

4月末までの申請がおすすめ 5月14日時点で承認された店舗を
参加店舗一覧パンフレットに掲載予定です。
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申請方法

4月1日から公式HPにて申請が可能です。
「大阪市プレミアム付商品券2026」で検索

こちらから申請フォームにて
申請が可能です。

10店舗以上・3階層以上での管理の場合は
Excelファイルでの一括申請も利用可能です。

詳しくは「申請マニュアル」をご確認ください。

公式HP ※デザインは変更の可能性がございます
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スターターキット
承認通知後、参加に必要なスターターキットを店舗へお届けします。

利用開始の6月29日までに準備をお願いいたします。
スターターキット

A4サイズ:事業概要・取扱注意内容等を記載参加店舗マニュアル

A4サイズ:region PAYの利用方法を記載管理画面マニュアル

決済用二次元コード貼付用の三角POPスタンドPOP台紙

決済用二次元コード貼付用のシールシール台紙

B2・A4・A3:参加店舗掲載用のポスター参加店舗ポスター（3種）

参加店舗掲載用のステッカー参加店舗ステッカー

二次元コードの印刷

region PAY管理画面にログインいただき
二次元コードを印刷、POP台紙に貼り付けください。
決済用二次元コードとして、レジに設置をお願いします。

デザイン等は変更になる可能性がございます。
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公式ホームページ

2026年4月20日（月）11:00 ― 12:00
場所:TKP大阪梅田カンファレンスセンター 10A
住所: 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町1-12

阪急ファイブアネックス10階
アクセス:
阪急京都線「大阪梅田」駅２階中央改札口
大阪メトロ谷町線「東梅田」駅H30出口
JR「大阪」駅御堂筋口・南口
定員:会場100名／オンライン1000名

第
二
回

オンライン参加はこちら↑

2026年4月7日（火）11:00 ― 12:00
場所:あべのハルカス貸会議室 25階Ｅ・Ｆ
住所: 〒545-6025
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
アクセス:
近鉄「大阪阿部野橋」駅西改札口
JR「天王寺」駅中央口改札
大阪メトロ御堂筋線「天王寺」駅西改札
定員:会場100名／オンライン1000名

第
一
回

オンライン参加はこちら↑

参加無料 予約不要 入退自由 オンライン参加可能

本事業に関する「参加申請方法・決済方法・換金方法・利用開始までのスケジュール・登録時の注意事項」などをご説明
いたします。当日は直接ご質問もしていただけますので、ぜひお気軽にご参加ください。

https://osaka-city-premium2026.jp/company/
参加店舗申請・よくあるご質問・各種お知らせは、以下のURLよりご確認ください。

参加店舗向け説明会
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QRコードからもアクセスできます。



大阪市プレミアム付商品券2026 事業者向けコールセンター

050-5527-6034
【営業時間】 9:00～17:30(土日祝含む)

【開設期間】2026年3月30日(月)～2027年2月15日(月)

電話番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
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